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【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年8月6日(2019.8.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３５】
　これに代えて、穿孔部分４８は、穿孔先端４９が容器３から非引張状態で後退するよう
に、任意的に容器３から好ましくは離れる長手方向又は軸線方向にバネ付勢された個別の
軸線方向に移動可能な部品として構成することができる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネブライザ（１）によって噴霧される流体（２）を収容する容器（３）に接続可能な表
示デバイス（２５）であって、
　前記表示デバイス（２５）は、前記容器（３）を用いて実施されたか又は依然として可
能な使用回数を表示するための表示要素（３５）と、該表示要素（３５）の回転送りを引
き起こす起動要素（３６）とを含み、
　予め決められた使用回数が前記容器（３）によって到達されたか又は超過された時に、
前記表示デバイス（２５）は、前記容器（３）が前記ネブライザ（１）での更なる使用に
対してロックされるロック状態に入ることができ、
　前記表示デバイス（２５）はハウジング（３１）を含み、
　前記ハウジング（３１）は、前記表示デバイス（２５）を前記容器（３）に対して固定
的に配置するために、前記容器（３）と接続するように適合された把持セクション（３２
）を含み、
　前記ハウジング（３１）は、前記ネブライザの駆動部分（５２）によって前記起動要素
（３６）が起動されて前記表示要素（３５）が回転送りされるように、前記駆動部分（５
２）が通って入る挿入開口部（５４）を含み、
　前記表示デバイス（２５）は、前記ロック状態で前記挿入開口部（５４）を遮断する阻
止部分（６１）を含む、
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　ことを特徴とする表示デバイス（２５）。
【請求項２】
　前記表示デバイス（２５）の前記ハウジング（３１）は少なくとも本質的に円筒形形態
を有し、前記挿入開口部（５４）は、前記ハウジング（３１）の軸線方向端面上に配置さ
れることを特徴とする請求項１に記載の表示デバイス。
【請求項３】
　前記阻止部分（６１）は前記起動要素（３６）と接続されるか又は前記起動要素（３６
）によって形成されることを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の表示デバイス。
【請求項４】
　前記阻止部分（６１）は、前記起動要素（３６）の平坦側面で形成され、前記起動要素
（３６）は、前記ロック状態で前記起動要素（３６）の平坦側面で前記挿入開口部（５４
）を遮断する位置にあることを特徴とする請求項３に記載の表示デバイス。
【請求項５】
　前記起動要素（３６）は第１及び第２の位置の間で前後に移動可能であり、前記第１及
び第２の位置の間の移動が前記表示要素（３５）の回転送りを引き起こし、前記起動要素
（３６）は、該起動要素（３６）が前記阻止部分（６１）で前記挿入開口部（５４）を遮
断する第３の位置に移動可能であることを特徴とする請求項３又は請求項４に記載の表示
デバイス。
【請求項６】
　前記表示デバイス（２５）は、伝達部（４０）を含み、前記起動要素（３６）は前記伝
達部（４０）を介して前記表示要素（３５）を回転送りすることを特徴とする請求項１か
ら請求項５のいずれか１項に記載の表示デバイス。
【請求項７】
　ネブライザ（１）に挿入可能な容器（３）であって、
　前記容器（３）は、流体（２）を収容し、
　前記容器（３）は、前記容器（３）を用いて実施されたか又は依然として可能な使用回
数を表示するための表示デバイス（２５）を含み、
　前記表示デバイス（２５）は、前記容器（３）を用いて実施されたか又は依然として可
能な使用回数を表示するための表示要素（３５）と、該表示要素（３５）の回転送りを引
き起こす起動要素（３６）とを含み、
　予め決められた使用回数が前記容器（３）によって到達されたか又は超過された時に、
前記表示デバイス（２５）は、前記容器（３）が前記ネブライザ（１）での更なる使用に
対してロックされるロック状態に入ることができ、
　前記表示デバイス（２５）はハウジング（３１）を含み、
　前記表示デバイス（２５）は前記容器（３）のベース（２１）に固定的に配置され、
　前記ハウジング（３１）は、前記ネブライザの駆動部分（５２）によって前記起動要素
（３６）が起動されて前記表示要素（３５）が回転送りされるように、前記駆動部分（５
２）が通って入る挿入開口部（５４）を含み、
　前記表示デバイス（２５）は、前記ロック状態で前記挿入開口部（５４）を遮断する阻
止部分（６１）を含む、
　ことを特徴とする容器（３）。
【請求項８】
　前記阻止部分（６１）は、前記表示要素（３５）を回転送りするための起動アーム（３
８）と接続されることを特徴とする請求項７に記載の容器。
【請求項９】
　前記阻止部分（６１）は、直線的に移動可能であることを特徴とする請求項７又は請求
項８に記載の容器。
【請求項１０】
　前記表示デバイス（２５）は、請求項１から請求項６のいずれか１項に従って構成され
ることを特徴とする請求項７から請求項９のいずれか１項に記載の容器。
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【請求項１１】
　流体（２）を噴霧するように適合されたネブライザ（１）であって、
　前記流体（２）を収容する取替可能容器（３）と、
　前記容器（３）が受け入れられるネブライザハウジング（２４）と、
　前記容器（３）を取り替えるように、前記ネブライザハウジング（２４）から取り外さ
れる又は開くことができるハウジング部分（１８）と、
　前記容器（３）を用いて実施されたか又は依然として可能な使用回数を表示するための
表示デバイス（２５）と、を含み、
　前記表示デバイス（２５）は、前記容器（３）を用いて実施されたか又は依然として可
能な使用回数を表示するための表示要素（３５）と、該表示要素（３５）の回転送りを引
き起こす起動要素（３６）とを含み、
　予め決められた使用回数が前記容器（３）によって到達されたか又は超過された時に、
前記表示デバイス（２５）は、前記容器（３）が前記ネブライザ（１）での更なる使用に
対してロックされるロック状態に入ることができ、
　前記表示デバイス（２５）はハウジング（３１）を含み、
　前記表示デバイス（２５）は前記容器（３）のベース（２１）に固定的に配置され、
　前記表示デバイス（２５）のハウジング（３１）は、挿入開口部（５４）を含み、
　前記ネブライザ（１）は駆動部分（５２）を備え、前記駆動部分（５２）は前記表示要
素（３５）を回転送りする前記起動要素を起動するために、前記挿入開口部（５４）を通
って入ることができるように配置され、
　前記表示デバイス（２５）は、前記ロック状態で前記挿入開口部（５４）を遮断する阻
止部分（６１）を含む、
　ことを特徴とするネブライザ（１）。
【請求項１２】
　前記表示デバイス（２５）は、前記ネブライザ（１）内で前記容器（３）と共に軸線方
向に又は前後に移動可能であることを特徴とする請求項１１に記載のネブライザ。
【請求項１３】
　前記駆動部分（５２）は前記ハウジング部分（１８）に配置されることを特徴とする請
求項１１又は請求項１２に記載のネブライザ。
【請求項１４】
　前記挿入開口部（５４）は、該挿入開口部（５４）が遮断されていないときに前記ネブ
ライザ（１）の前記駆動部分（５２）の挿入を可能にすることを特徴とする請求項１１か
ら請求項１３のいずれか１項に記載のネブライザ。
【請求項１５】
　前記阻止部分（６１）は、前記ロック状態で、前記挿入開口部（５４）を通った前記駆
動部分（５２）の挿入を阻止することを特徴とする請求項１１から請求項１４のいずれか
１項に記載のネブライザ。
【請求項１６】
　前記表示デバイス（２５）は、前記容器（３）と分離不能に接続されるが、それが該容
器（３）と共に取替可能であるように前記ネブライザハウジング（２４）及びハウジング
部分（１８）から分離可能であることを特徴とする請求項１１から請求項１５のいずれか
１項に記載のネブライザ。
【請求項１７】
　前記表示デバイス（２５）は、請求項１から請求項６のいずれか１項に従って構成され
ることを特徴とする請求項１１から請求項１６のいずれか１項に記載のネブライザ。
【請求項１８】
　前記容器（３）は、請求項７から請求項９のいずれか１項に従って構成されることを特
徴とする請求項１１から請求項１７のいずれか１項に記載のネブライザ。
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